
那須塩原市公用車売却に係る一般競争入札 

入 札 説 明 書 

 

 

 入札参加申請書の受付期間 

  令和７年１１月２７日（木）から令和７年１２月９日（火）午後４時まで（持参に限 

る。） 

（土・日・祝日を除く午前９時から午後４時まで） 

 

 入札期間 

  令和７年１２月１２日（金）から令和７年１２月１８日（木）まで（持参又は郵送と

する。） 

  （郵送の場合は、当日消印有効とします。持参の場合は、土・日・祝日を除く午前９

時から午後４時までの受付になります。） 

 

※この入札に参加するには、事前の参加申請が必要です。 

 

 

 入札参加を希望される方は、この入札説明書をよく読み、内容を十分把握したうえで御

参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県那須塩原市総務部危機管理課 

          〒３２５－８５０１ 

          栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２ 

          TEL ０２８７－６２－７１５０ 

          FAX ０２８７－６２－７２２０ 



入札説明書（公用車売却）配布一覧表 

 

１ 一般競争入札（公用車売却）の手続きの流れ 

 

２ 入札説明書 

 

３ 一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

 

４ 委任状（様式第２号） 

 

５ 入札書（様式第３号） 

 

６ 移転登録完了報告書（様式第４号） 

 

７ 物品受領書（様式第５号） 

 

８ 記名消去等作業完了報告書（様式第６号） 

 

９ 物品売買契約書 

 

10 質疑書 



一般競争入札（公用車売却）の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加申請書受付期間 

売払い物品公開期間 

質疑受付期間 

【令和７年１１月２７日（木）～令和７年１２月９日（火）】 

入札の公告 

【令和７年１１月２７日（木）】 

入札期間 

【令和７年１２月１２日（金）～令和７年１２月１８日（木）】 

開札 

【令和７年１２月１９日（金）】 

購入代金入金 

【市指定の期限まで】 

【指定金融機関への振り込み】 

 

 

～】 

車両の引渡し 

移転登録及び登録番号の変更等 

【購入代金入金後１５日以内】 

消防車両記名消去・赤色回転灯等撤去 

入札説明書配布開始 

【市ホームページ上】 

公開場所 

旧黒磯清掃センター 

（那須塩原市埼玉９８） 

引渡場所 

（別途協議） 

契約締結 

【令和８年１月８日（木）まで】 

質疑回答期限 

【令和７年１２月１２日（金）まで】 

記名消去作業等完了報告書提出 



１ 売払い物品 

 【物品１】物品名 消防ポンプ自動車（黒磯１－２） 

項目 内容 

自動車の種別 普通 

車名 トヨタ 

初年度登録年月 平成１６年１１月 

型式／登録番号 ＰＤ－ＸＺＵ３７８／宇都宮８３０ ち １０２ 

排気量／燃料／総重量 ４．００ℓ／軽油／４，５９０㎏ 

車体の長さ／幅／高さ ５４９㎝／１８９㎝／２５０㎝ 

車検総走行距離 ６，５００㎞（※５００㎞未満切り上げで記載） 

有効車検期間 令和８年１１月１９日 

特記事項 元消防団車両（ポンプ自動車）、ＭＴ、四輪駆動 

最低入札価格 ２５０，０００円 

 

 

 【物品２】物品名 小型動力消防ポンプ付積載車（黒磯３－４） 

項目 内容 

自動車の種別 普通 

車名 トヨタ 

初年度登録年月 平成１５年１１月 

型式／登録番号 ＫＧ－ＬＹ２８０／宇都宮８００ さ ７６４８ 

排気量／燃料／総重量 ２．９８ℓ／軽油／２，９３０㎏ 

車体の長さ／幅／高さ ４９８㎝／１６９㎝／２４２㎝ 

車検総走行距離 ６，５００㎞（※５００㎞未満切り上げで記載） 

有効車検期間 令和７年１１月２６日 

特記事項 元消防団車両（小型ポンプ積載車）、ＭＴ、四輪駆動 

最低入札価格 ３００，０００円 

 

 



 

 【物品３】物品名 小型動力消防ポンプ付積載車（黒磯３－５） 

項目 内容 

自動車の種別 普通 

車名 トヨタ 

初年度登録年月 平成１３年１０月 

型式／登録番号 ＫＧ－ＬＹ２８０／宇都宮８００ さ ４６０２ 

排気量／燃料／総重量 ２．９８ℓ／軽油／２，９２０㎏ 

車体の長さ／幅／高さ ４９６㎝／１６９㎝／２３０㎝ 

車検総走行距離 ８，５００㎞（※５００㎞未満切り上げで記載） 

有効車検期間 令和９年１０月２３日 

特記事項 元消防団車両（小型ポンプ積載車）、ＭＴ、四輪駆動 

最低入札価格 ３００，０００円 

 

 

 【物品４】物品名 小型動力消防ポンプ付積載車（黒磯３－７）  

項目 内容 

自動車の種別 普通 

車名 トヨタ 

初年度登録年月 平成１４年１０月 

型式／登録番号 ＫＧ－ＬＹ２８０／宇都宮８００ さ ６１３６ 

排気量／燃料／総重量 ２．９８ℓ／軽油／２，９２０㎏ 

車体の長さ／幅／高さ ４９８㎝／１６９㎝／２３７㎝ 

車検総走行距離 １２，０００㎞（※５００㎞未満切り上げで記載） 

有効車検期間 令和８年１０月２９日 

特記事項 元消防団車両（小型ポンプ積載車）、ＭＴ、四輪駆動 

最低入札価格 ３００，０００円 

 

 



 

 【物品５】物品名 消防ポンプ自動車（西那須野１－２） 

項目 内容 

自動車の種別 普通 

車名 いすゞ 

初年度登録年月 平成１５年１月 

型式／登録番号 ＫＲ－ＮＫＲ８１ＧＮ／宇都宮８３０ せ １０２ 

排気量／燃料／総重量 ４．７７ℓ／軽油／４，４４０㎏ 

車体の長さ／幅／高さ ５２５㎝／１８８㎝／２４０㎝ 

車検総走行距離 １９，０００㎞（※５００㎞未満切り上げで記載） 

有効車検期間 令和９年１月２９日 

特記事項 元消防団車両（ポンプ自動車）、ＭＴ、後輪駆動 

最低入札価格 ４００，０００円 

 

 

【物品６】物品名 消防ポンプ自動車（西那須野１－３） 

項目 内容 

自動車の種別 普通 

車名 いすゞ 

初年度登録年月 平成１５年１月 

型式／登録番号 ＫＲ－ＮＫＲ８１ＧＮ／宇都宮８３０ す １０３ 

排気量／燃料／総重量 ４．７７ℓ／軽油／４，４４０㎏ 

車体の長さ／幅／高さ ５５２㎝／１８８㎝／２６４㎝ 

車検総走行距離 １２，５００㎞（※５００㎞未満切り上げで記載） 

有効車検期間 令和９年２月２日 

特記事項 元消防団車両（ポンプ自動車）、ＭＴ、後輪駆動 

最低入札価格 ４００，０００円 

 

 



２ 入札の場所及び日時 

  入札に係る日程は、一般競争入札公告記載のとおりとします。 

 

３ 予定価格（最低入札価格） 

  予定価格（最低入札価格）は、「１ 売払い物品」に記載のとおりですので、それぞれ

記載の金額以上の金額で入札に参加してください。 

  最低入札価格未満での入札は、失格とします。また、入札回数は、物品１つにつき１

回とします。 

（消費税及びリサイクル料金は必要ありません。したがいまして、落札金額と契約金額

は同一となります。） 

 

４ 物品の公開 

  次のとおり公開をしますので、物品の確認をしてください。 

 ⑴ 日時 令和７年１１月２７日（木）から令和７年１２月９日（火） 

      午前９時から午後３時まで（土・日・祝日を除く） 

 ⑵ 場所 旧黒磯清掃センター（那須塩原市埼玉９８） 

   ※確認をしなくても入札はできますが、物品に関する全ての事項を了承されている

ものとみなします。 

   ※確認の際には、その希望日時を事前に那須塩原市総務部危機管理課まで御連絡く

ださい。（TEL０２８７－６２－７１５０ 担当：吉村、阿部） 

 

５ 入札参加資格 

  入札参加資格は、一般競争入札公告記載のとおりとします。 

 

６ 入札参加申請 

  入札参加希望者は、以下の書類を、令和７年１１月２７日（木）から令和７年１２月９

日（火）までに那須塩原市総務部危機管理課に持参してください。（土・日・祝日を除く

午前９時から午後４時まで） 

 ⑴ 一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

 ⑵ 個人の場合は住所、法人の場合は事業所の所在地が確認できる書類 

  （個人：運転免許証・健康保険証の写し、法人：登記事項証明書の写し 等） 

 ⑶ 委任状（様式第２号）（本人以外の方が入札参加申請書を提出する場合のみ。） 

 

７ 入札及び開札の日時 

  入札及び開札の日時は、一般競争入札公告記載のとおりとします。 

 



８ 入札に関すること 

 ⑴ 入札に必要なもの 

① 入札書（様式第３号） 

  ア 入札書は、当市指定のものを必ず使用してください。 

   イ 金額の記入は、算用数字（０､１､２､３､・・・・９を使用してください。） 

   ウ 入札書の金額の加除訂正はできませんので、記入に際しては、誤りのないよう

十分御注意ください。 

   エ 金額以外の記入箇所につきましては、訂正がある場合、訂正印をもって訂正を

行ってください。 

  ② 封筒 

   ア 縦書き、横書き、縦封筒、横封筒は問いません。 

   イ 封筒には、「那須塩原市長名」「入札書」「物品番号」の表記、商号又は名称（個

人の場合は氏名）を記入ください。 

   ウ 封筒の封印は、入札書に押印した印で押印してください。 

 

９ 入札の無効 

  入札の無効は、一般競争入札公告記載のとおりとします。 

 

１０ 費用負担 

  本件入札への参加に要する費用は、全て入札参加者の負担とする。 

 

１１ 契約の締結 

 ⑴ 落札者は、令和８年１月８日（木）までに契約を締結してください。契約条項は、

別紙「物品売買契約書」によります。 

 ⑵ 落札者が本件について契約を締結しない場合は、本件入札に参加した予定価格以上

で有効な入札を行った次順位者と随意契約を行う。 

 

１２ 売買代金の納付 

  売買代金の納付は、契約締結後に交付する納付書をもって、市が指定する期日までに、

指定する金融機関の口座に一括納入する。 

 

１３ 所有権移転及び車両引渡し 

 ⑴ 当該車両の所有権は、購入代金を納入したときに落札者に移転します。 

 ⑵ 市は落札者が購入代金を納入した後、当該車両の引き渡しと、所有権移転登録に必

要な譲渡証明書等の書類を交付します。その際、物品受領書（様式第５号）を市に提

出してください。 



 ⑶ 落札者は、当該車両を受領後速やかに、車体に取り付けてある「赤色回転灯」「赤色

点滅灯」「標識灯」「サイレン」及びこれらを作動させるための「スイッチ類」を取り

外し、「那須塩原市消防団」等の市が指定する表示をすべて消去の上、記名消去作業等

完了報告書（様式第６号）に、作業前・作業後の写真を添えて市危機管理課へ提出し

てください。なお、これらに要する経費は、落札者の負担とします。 

⑷ 落札者は、当該車両に係る所有権の移転登録を道路運送車両法第１３条に基づき、

購入代金納入後１５日以内に申請してください。なお、移転登録に要する経費は、落

札者の負担とします。 

⑸ 落札者は、移転登録後、直やかに市危機管理課に自動車検査証の写し又は登録事項

等証明書の写しを添えて、移転登録完了報告書（様式第４号）で報告してください。 

 

１４ その他 

 ⑴ 入札後において、契約条件及び契約条項等の内容についての不明を理由とした異議

申し立てはできません。 

 ⑵ 売却物件はすべて現況有姿のまま引き渡します。隠れた不具合を発見しても契約代

金の減免、もしくは損害賠償の請求、または契約の解除をすることはできません。 

 ⑶ 一度引渡された物件は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。 

 ⑷ 引渡し後の当該物件の運搬は、落札者の責任において行うものとします。また、車

両の運搬に係る費用は、落札者の負担とします。 

 ⑸ その他記載のない事項については落札者との協議事項とします。 

 

１５ 問い合わせ先 

    〒３２５－８５０１ 栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２ 

    那須塩原市総務部危機管理課 

    TEL ０２８７－６２－７１５０ 

    FAX ０２８７－６２－７２２０ 

    （※窓口・電話受付時間：午前９時から午後４時まで） 

 



様式第１号 

 

一般競争入札参加申請書 

（那須塩原市公用車売却） 

 

令和 年 月 日  

 

 那須塩原市長 様 

 

               住 所 

               商号又は名称 

               代表者職・氏名          印 

               電話番号 

 

 令和 年 月 日付けで公告のありました那須塩原市公用車売却に係る一般

競争入札に参加したいので、申請します。 

 なお、この申請書のすべての記載事項については、事実と相違ないことを制

約するとともに、万一、不当又は不備により、事務執行に支障を生じ迷惑を及

ぼした場合は、直ちに指示に従い、一切の責任を取ることはもちろん、入札公

告における一般競争入札参加資格を満たすことを誓約します。 

 

物品番号 物品名 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ※添付書類 身分証明書の写し（運転免許証・健康保険証等） 

       法人の場合は登記事項証明書の写し 



様式第２号 

 

委   任   状 

 

令和 年 月 日  

 

 那須塩原市長 様 

 

 

 令和 年 月 日付けで公告のありました那須塩原市公用車売却に係る一般

競争入札の入札に当たり、次の者を代理人と定め一切の権限を委任します。 

 

 

   委任者 住所 

 

       商号又は名称 

 

       代表者職・氏名                 印 

 

 

 

   受託者 住所 

 

       商号又は名称 

 

       代表者職・氏名                 印 

  

       電話番号 



様式第３号 

 

入   札   書 

 

令和 年 月 日  

 

 那須塩原市長 様 

 

入札者 

 住所 

 商号又は名称 

 代表者職・氏名            印 

 電話番号  

 

 那須塩原市公用車売却に係る一般競争入札の執行について、入札説明書、契

約条項及びその他関係諸法令を守り、次のとおり入札いたします。 

 

 

※消費税・リサイクル料は必要ありません。 

物 品 番 号  

物 品 名 
 

 

入 札 金 額 

 百万 十万 万 千 百 十 一 

円 



様式第４号 

 

移転登録完了報告書 

 

令和 年 月 日  

 

 那須塩原市長 様 

 

 住所 

 商号又は名称 

 代表者職・氏名            印 

 

 

 令和 年 月 日付けで売買契約を締結した那須塩原市公用車（物品番号

[   番] 物品名[         ]）について、移転を完了しましたの

で、関係書類を添付の上報告します。 



様式第５号 

 

物 品 受 領 書 

 

令和 年 月 日  

 

 那須塩原市長 様 

 

 住所 

 商号又は名称 

 代表者職・氏名            印 

 

 

 令和 年 月 日付けで売買契約を締結した那須塩原市公用車（物品番号

[   番] 物品名[         ]）を受領しました。 



様式第６号 

 

記名消去等作業完了報告書 

 

令和 年 月 日  

 

 那須塩原市長 様 

 

 住所 

 商号又は名称 

 代表者職・氏名            印 

 

 

 令和 年 月 日付けで売買契約を締結した那須塩原市公用車（物品番号  

番 物品名[          ]）の記名消去等の作業が完了しましたので、

写真を添付のうえ報告します。 

 



物 品 売 買 契 約 書 

 

 

 上記の件について、那須塩原市（以下「売払人」という。）と     （以下「買

受人」という。）の間において、物品売買契約を締結する。 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。 

 

  令和 年 月 日 

 

            売払人 

 住所 栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２ 

 氏名 那須塩原市長 渡辺 美知太郎      

 

買受人 

 住所 

 商号又は名称 

 代表者職氏名 

物 品 名  

数 量  

車 名 ・ 型 式  

登 録 番 号  

契 約 金 額  

契 約 保 証 金  

その他特記仕様書  



 （総則） 

第１条 売払人及び買受人は、この契約の条項を信義に従い、誠実に履行するものとす

る。 

 （契約代金の支払い） 

第２条 買受人は、契約金額を、売払人の指定する期日までに、売払人の発行する納入

通知書により、納入するものとする。 

（物品の引渡し） 

第３条 売払人は、買受人が契約金額を納入後、物品及び移転登録に必要な譲渡証明書

等の関係書類を買受人に速やかに引き渡すものとする。 

２ 買受人は、前項の引渡しを受けたときに、売払人に物品受領書を提出するものとす

る。 

３ 買受人は、当該車両を受領後速やかに、車体に取り付けてある「赤色回転灯」「赤

色点滅灯」「標識灯」「サイレン」及びこれらを作動するための「スイッチ類」を取り

外し、「那須塩原市消防団」等の売払人が指定する表示をすべて消去の上、記名消去

等作業完了報告書にこれらの証明書類を添えて、遅滞なく売払人に提出するものとす

る。 

４ 前項の費用は、買受人が負担するものとする。 

（所有権の移転等） 

第４条 買受人は所有権の移転登録及び登録番号の変更を、契約金額納入の日から１５

日以内にするものとする。 

２ 買受人は、所有権の移転登録及び登録番号の変更が完了したときは、移転登録完了

報告書に証明書類を添えて、売払人に提出するものとする。 

３ 前２項の費用は、買受人が負担するものとする。 

 （契約不適合責任） 

第５条 売払人は、物品の引渡し後は、その物品の品質その他に関して一切の担保責任

を負わないものとする。 

（契約の解除等） 

第６条 売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を

解除することができる。 

 ⑴ この契約の条項に違反したとき。 

 ⑵ 故意に契約の履行を遅延したとき。 

 ⑶ 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと売払い人が認めたとき。 

２ 前項の場合において、買受人に損害を与えることがあっても、売払人はその損害の

賠償の責めを負わない。 

 



質 疑 書 

   令和  年  月  日 

那須塩原市長           様 

質疑者 住    所 

    名称又は商号 

    代 表 者 名 

                  

（注）定められた日時までに提出してください。質疑がない場合は提出不要です。 

（注）提出先：那須塩原市総務部危機管理課（ＦＡＸ：０２８７－６２－７２２０） 

物品番号   

物品名  

№ 質疑事項 

  


